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監査の結果に関する報告に基づいて講じた措置の公表 

 

 監査の結果に関する報告に基づいて講じた措置について、佐倉市長、佐倉市農業委員会会

長及び佐倉市教育委員会教育長より通知があったので、地方自治法(昭和２２年法律第６７

号)第１９９条第１４項の規定により、次のとおり公表します。 

 

監査結果告示日 令和３年１２月２０日 

措置結果告示日 令和４年 ２月２１日 

 

佐倉市監査委員 滝 田   理  
佐倉市監査委員 瀬 田 和 俊  

                          佐倉市監査委員 石 渡 康 郎 
 
令和３年度定期監査及び行政監査（第１回） 
 監査対象部署 

［予備監査及び監査委員監査］ 

  市民部（市民課、健康保険課、自治人権推進課、臼井・千代田出張所、志津コミュニ

ティセンター、千代田・染井野ふれあいセンター、市民公益活動サポートセンター）、

福祉部（社会福祉課、高齢者福祉課、介護保険課、障害福祉課）、健康推進部（健康推

進課、母子保健課、生涯スポーツ課）、産業振興部（農政課、産業振興課）、農業委員

会事務局、教育部（臼井公民館、市民音楽ホール） 

［書面審査］ 

市民部（志津出張所、根郷出張所、ユーカリが丘出張所、和田出張所、弥富派出所、

西志津市民サービスセンター、佐倉市民サービスセンター、佐倉市パスポートセンタ

ー、和田ふるさと館、ミレニアムセンター佐倉、消費生活センター）、こども支援部（こ

ども政策課、こども保育課、こども家庭課）、産業振興部（草ぶえの丘）、環境部（生

活環境課、廃棄物対策課）、都市部（都市計画課、公園緑地課、建築指導課、住宅課、

市街地整備課）、選挙管理委員会事務局 

 

指  摘  事  項  等 措  置  結  果  等 

１ 指摘事項 

（１）契約事務について 

ア 事業の執行伺いの記載について（健康保

険課、自治人権推進課、障害福祉課、健康

推進課、母子保健課、生涯スポーツ課、農

政課、産業振興課、農業委員会事務局、臼

井公民館、市民音楽ホール） 

執行伺いについては、佐倉市契約事務要綱

（令和３年４月１日改正）第３条（改正前同

要綱第４条）により、事業を執行するときは、

１ 指摘事項 

（１）契約事務について 

ア 事業の執行伺いの記載について 

（健康保険課、自治人権推進課） 

事業の執行伺いの必要事項の明記につき

ましては、佐倉市契約事務要綱を遵守し、チ

ェック体制を強化の上、適正な契約事務の確

保に努めてまいります。 

 

（障害福祉課） 
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指  摘  事  項  等 措  置  結  果  等 

執行伺いの起案に事業名、事業場所等必要事

項を明記しなければならないことが規定され

ている。 

しかし、必要事項が明記されていない執行

伺いが６５件（健康保険課７件、自治人権推

進課３件、障害福祉課４件、健康推進課１２

件、母子保健課１７件、生涯スポーツ課１件、

農政課１件、産業振興課１４件、農業委員会

事務局１件、臼井公民館１件、市民音楽ホー

ル４件）認められた。 

今後は、佐倉市契約事務要綱を遵守し、適

正な契約事務を確保されたい。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 随意契約該当理由について（農政課） 

随意契約執行の際、随意契約の根拠となる

地方自治法施行令第１６７条の２第１項に記

載されている理由の選択誤りが１件認められ

た。 

今後は、チェック機能を強化の上、適正な

契約事務に努められたい。 

佐倉市契約事務要綱を遵守し、起案審査に

おけるチェック体制の強化を図り、適正な契

約事務を確保するとともに、再発防止に努め

てまいります。 

 

（健康推進課、母子保健課、生涯スポーツ課） 

必要事項が明記されていない執行伺いに

ついては、佐倉市契約事務要綱を遵守し、適

正な契約事務に努めてまいります。 

 

（農政課、産業振興課） 

事業執行伺いの起案の確認資料として、

「随意契約チェックリスト」を活用し、チェ

ック体制の強化を図るとともに、佐倉市契約

事務要綱及び随意契約に関する事務処理要

領に則った適正な事務処理に努めてまいり

ます。 

 

（農業委員会事務局） 

 今後、佐倉市契約事務要綱を遵守し、適切

な契約事務処理を行ってまいります。 

 

（臼井公民館、市民音楽ホール） 

 執行伺いへの必要事項の明記については、

佐倉市契約事務要綱の内容を全職員に周知

徹底するとともに、起案審査における必要事

項記載の確認を強化し、再発防止に努めてま

いります。 

 

イ 随意契約該当理由について（農政課） 

事業執行伺いの起案の確認資料として「随

意契約チェックリスト」を活用し、チェック

体制の強化を図るとともに、佐倉市財務規則

を遵守し、適正な事務処理に努めてまいりま

す。 
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指  摘  事  項  等 措  置  結  果  等 

 

ウ 予定価格書について（自治人権推進課、

社会福祉課、障害福祉課、健康推進課、産

業振興課、市民音楽ホール） 

随意契約においては、佐倉市財務規則第１

４３条各号のいずれかに該当する契約を除

き、同規則第１２８条第１項により、予定価

格を定めることが規定されている。また、同

規則第１３０条により、予定価格書を作成す

ることが規定されている。 

しかし、予定価格書に見積書比較価格の記

載のないものが１０件（自治人権推進課１件、

健康推進課７件、産業振興課２件）認められ

た。 

また、予定価格書の見積書比較価格に誤り

のあるものが７件（社会福祉課１件、産業振

興課５件、市民音楽ホール１件）認められた。 

さらに、予定価格書に予定価格が印字され

ているものが１件認められた。（障害福祉課） 

今後は、佐倉市財務規則を遵守するととも

に、チェック機能を強化の上、適正な契約事

務を確保されたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ 見積書について（健康保険課、自治人権

推進課、市民公益活動サポートセンター、社

会福祉課、障害福祉課、健康推進課、農政課） 

 

ウ 予定価格書について 

（自治人権推進課） 

随意契約における予定価格書につきまし

ては、佐倉市財務規則を遵守するとともに、

見積書比較価格の記載漏れがないよう、チェ

ック体制の強化を図ることで適正な契約事

務の確保に努めてまいります。 

 

（社会福祉課・障害福祉課） 

佐倉市財務規則を遵守し、予定価格書の作

成におけるチェック体制の強化を図り、適正

な契約事務を確保するとともに、再発防止に

努めてまいります。 

 

（健康推進課） 

予定価格書に見積書比較価格の記載のな

いものについては、佐倉市財務規則を遵守す

るとともにチェック機能を強化し、適正な契

約事務に努めてまいります。 

 

（産業振興課） 

事業執行伺いの起案の確認資料として「随

意契約チェックリスト」を活用し、チェック

体制の強化を図るとともに、佐倉市財務規則

を遵守し、適正な事務処理に努めてまいりま

す。 

 

（市民音楽ホール） 

 佐倉市財務規則を遵守するとともに、チェ

ック体制の強化を図ることで、適正な契約事

務を確保し、再発防止に努めてまいります。 

 

エ 見積書について 

（健康保険課、自治人権推進課、市民公益活

動サポートセンター） 
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指  摘  事  項  等 措  置  結  果  等 

随意契約においては、佐倉市契約事務要綱

（令和３年４月１日改正）第２６条第１項（改

正前同要綱第２８条第１項）により、見積書

には、見積金額、自己の名称又は商号、事業

名称、事業場所及び見積徴取日を明記しなけ

ればならないことが規定されている。 

しかし、見積書に事業場所が明記されてい

ないものが２９件（健康保険課６件、自治人

権推進課４件、市民公益活動サポートセンタ

ー１件、社会福祉課２件、障害福祉課８件、

健康推進課７件、農政課１件）認められた。 

また、見積書に事業名称及び事業場所が明

記されていないものが１件認められた。（障害

福祉課） 

今後は佐倉市契約事務要綱を遵守し、適正

な契約事務を確保されたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

オ 見積書を入れる封筒について（健康保険

課、障害福祉課） 

随意契約においては、佐倉市契約事務要綱

（令和３年４月１日改正）第２６条第１項（改

正前同要綱第２８条第１項）により、見積書

を、宛名、自己の名称又は商号、事業名称、

見積徴取日及び見積書在中の旨を明記した封

筒に入れて封印しなければならないことが規

定されている。 

しかし、封筒に事業名称が明記されていな

いものが１件（障害福祉課）、見積徴取日が明

記されていないものが１件（健康保険課）認

随意契約における見積書につきましては、

佐倉市契約事務要綱を遵守し、事業場所の記

載漏れがないよう、起案審査における必要事

項記載の確認を徹底し、適正な契約事務の確

保に努めてまいります。 

 

（社会福祉課・障害福祉課） 

佐倉市契約事務要綱を遵守し、適正な契約

事務を徹底するとともに、起案審査における

必要事項記載の確認を強化し、再発防止に努

めてまいります。 

 

（健康推進課） 

事業場所が明記されていない見積書につ

いては、佐倉市契約事務要綱を遵守し、適正

な契約事務に努めてまいります。 

 

（農政課） 

随意契約事務について、「随意契約チェッ

クリスト」を活用し、チェック体制の強化を

図るとともに、佐倉市契約事務要綱及び随意

契約に関する事務処理要領に則った適正な

事務処理に努めてまいります。 

 

オ 見積書を入れる封筒について 

（健康保険課） 

随意契約における見積書を入れる封筒に

つきましては、佐倉市契約事務要綱を遵守

し、見積徴取日の記載漏れがないよう、起案

審査における必要事項記載の確認を徹底し、

適正な契約事務の確保に努めてまいります。 

 

（障害福祉課） 

佐倉市契約事務要綱を遵守し、適正な契約

事務を徹底するとともに、起案審査における

必要事項記載の確認を強化し、再発防止に努
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指  摘  事  項  等 措  置  結  果  等 

められた。 

今後は、佐倉市契約事務要綱を遵守し、適

正な契約事務を確保されたい。 

 

カ 随意契約の事前協議について（健康推進

課） 

随意契約における契約検査課との事前協議

については、平成２５年３月２７日付２４佐

契第１０５３号により、設計金額が５００万

円以上のものを対象事業としている。 

しかし、随意契約１件について、事前協議

を実施していなかった。 

今後は、チェック機能の強化を図り、適正

な契約事務を確保されたい。 

 

キ 随意契約関係書類について（自治人権推

進課、障害福祉課、健康推進課、母子保健課、

農政課） 

随意契約事務については、各担当課の責任

において、適正に事務を執行する必要がある。 

随意契約における事務手続きについては、

契約検査課により「随意契約チェックリスト」

が作成されており、随意契約の事前準備から

契約締結までに行う事務の進捗確認や誤り防

止に活用されている。 

随意契約の事務手続きについて、予定価格

書と見積書及び契約書の単価項目が一致して

いないものが１件認められた。（自治人権推進

課） 

また、単価契約であるにもかかわらず、総

額での予定価格書が作成されており、見積書

及び契約書の単価項目も一致していないもの

が１件認められた。（健康推進課） 

さらに、契約書単価の表記が予定価格書及

び見積書とは異なっているものが１件認めら

れた。（障害福祉課） 

めてまいります。 

 

 

 

カ 随意契約の事前協議について（健康推進

課） 

随意契約の事前協議については、チェック

機能の強化を図り、適正な契約事務に努めて

まいります。 

 

 

 

 

 

 

キ 随意契約関係書類について 

（自治人権推進課） 

随意契約の事務手続きにつきましては、

「随意契約チェックリスト」による進捗確認

を徹底するとともに、チェック体制の強化を

図ることにより、適正な契約事務の確保に努

めてまいります。 

 

（障害福祉課） 

佐倉市契約事務要綱を遵守するとともに、

随意契約における事務手続きについては、

「随意契約チェックリスト」に基づき、チェ

ック機能の強化を図り、適正な契約事務の確

保に努めてまいります。 

 

（健康推進課、母子保健課） 

随意契約関係書類の作成については、随意

契約チェックリスト等に基づき、チェック機

能の強化を図り、適正な契約事務に努めてま

いります。 
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指  摘  事  項  等 措  置  結  果  等 

その他の随意契約関係書類の誤りとして、

契約書の記載誤りが２件（母子保健課）、請書

の記載漏れが１件（農政課）認められた。 

今後は、チェック機能の強化を図り、適正

な契約事務を確保されたい。 

 

 

（２）前渡資金の精算について（生涯スポー

ツ課） 

佐倉市財務規則第７６条第１項により、前

渡資金について、随時の費用に係る経費は支

払の終わった日から５日以内に精算の報告を

しなければならないことが規定されている。 

しかし、支払の終わった日から５日以内に

精算の報告をしていない前渡資金が４件認め

られた。 

今後は、佐倉市財務規則を遵守し、適切な

事務処理に努められたい。 

 

（３）補助事業の交付関係書類について（健

康保険課、自治人権推進課、生涯スポー

ツ課、農政課、産業振興課） 

補助金等については、佐倉市補助金等の交

付に関する規則及び各補助金交付要綱に基づ

き交付されている。 

「佐倉市国民健康保険人間ドック助成金」

については、佐倉市国民健康保険人間ドック

助成金交付要綱第９条により、交付申請書兼

実績報告書の様式が規定されている。 

提出された交付申請書兼実績報告書につい

て、必要事項の記載漏れが５件認められた。

また、助成金の支払起案に決裁印漏れが１件

認められた。（健康保険課） 

「佐倉市自治会等自治振興交付金」につい

ては、佐倉市自治会等自治振興交付金交付規

則第５条により、交付申請書には自治会等の

（農政課） 

随意契約事務について、「随意契約チェッ

クリスト」を活用し、チェック体制の強化を

図るとともに、佐倉市契約事務要綱及び随意

契約に関する事務処理要領に則った適正な

事務処理に努めてまいります。 

 

（２）前渡資金の精算について（生涯スポー

ツ課） 

前渡資金の精算の報告については、佐倉市

財務規則を遵守し、適正な事務処理に努めて

まいります。 

 

 

 

 

 

 

 

（３）補助事業の交付関係書類について 

（健康保険課、自治人権推進課） 

補助事業の交付事務につきましては、要

綱、規則にのっとった書類チェックの強化を

図り、適正な補助金交付事務を確保してまい

ります。 

 

（生涯スポーツ課） 

補助金交付について、佐倉市補助金等の交

付に関する規則及び佐倉市運動広場管理運

営事業補助金交付要綱を遵守し、申請書類の

チェック機能の強化を図り、適正な事務処理

に努めてまいります。 

 

（農政課・産業振興課） 

「佐倉市強い農業・担い手づくり総合支援

補助金」、「佐倉市生産体制強化事業補助金」
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指  摘  事  項  等 措  置  結  果  等 

予算書、事業計画書、前年度決算書及び事業

報告書等の必要書類を添付することが規定さ

れている。 

提出された交付申請書について、必要書類

の添付がないものが１２件認められた。（自治

人権推進課） 

「佐倉市運動広場管理運営事業補助金」に

ついては、佐倉市運動広場管理運営事業補助

金交付要綱第６条第２項により、交付申請書

には事業計画書、収支予算書、運動広場に係

る土地の公図の写し等の必要書類を添付する

ことが規定されている。 

提出された交付申請書について、必要書類

の添付がないものが１件認められた。（生涯ス

ポーツ課） 

「佐倉市強い農業・担い手づくり総合支援

補助金」については、佐倉市強い農業・担い

手づくり総合支援補助金交付要綱第３条別表

により、補助対象経費及び補助金の額として

補助率が規定されている。 

補助金の交付決定額について、算定誤りが

１件認められた。（農政課） 

「佐倉市生産体制強化事業補助金」につい

ては、佐倉市生産体制強化事業補助金交付要

綱第８条により、補助金交付（不交付）決定

通知書の様式が規定されている。 

交付決定通知書について、交付決定額の記

載誤りが１件認められた。（農政課） 

「佐倉市中小企業事業継続支援金」につい

ては、佐倉市中小企業事業継続支援金交付要

綱第５条第１項により、交付申請書兼実績報

告書兼請求書の様式が、同条第２項では交付

申請書には市内に事業所等を有していること

を証するもの等必要書類を添付することが規

定されている。 

提出された交付申請書兼実績報告書兼請求

及び「佐倉市中小企業事業継続支援金」に係

る交付事務につきましては、申請書類の点

検・チェック機能を強化し、佐倉市補助金等

の交付に関する規則及び各補助金交付要綱

に基づく適正な補助金交付事務に努めてま

いります。 
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書について、必要事項の記載漏れが９件、必

要書類の添付がないものが１件認められた。

（産業振興課） 

今後は、チェック機能を強化し、適正な補

助金交付事務を確保されたい。 

 

（４）文書の収受について（健康保険課、自

治人権推進課、健康推進課、生涯スポーツ課、

産業振興課） 

佐倉市文書管理規程第１２条では、同条第

３号に規定する刊行物、ポスター等を除き、

文書及び荷物は、直ちに開封して確認の上、

文書の余白に文書収受印を押印するものと規

定されている。 

補助金等交付関係書類４０件（健康保険課

２６件、自治人権推進課１件、健康推進課１

件、産業振興課１２件）、負担金関係書類１件

（生涯スポーツ課）について、文書収受印の

押印がなかった。 

今後は、佐倉市文書管理規程に基づく適正

な文書の取扱いに努められたい。 

 

（５）職員服務規程の遵守について（市民課、 

健康保険課、自治人権推進課、臼井・千代田

出張所、志津コミュニティセンター、千代

田・染井野ふれあいセンター、社会福祉課、

介護保険課、障害福祉課、健康推進課、母

子保健課、生涯スポーツ課、農政課、産業

振興課、臼井公民館） 

佐倉市職員服務規程第２１条第１項によ

り、職員に対する出張命令は、出張命令書に

より行わなければならないと規定されてい

る。 

しかし、事務連絡等による出張において、

出張命令書により行われていないものが認め

られた。 

 

 

 

 

 

 

（４）文書の収受について 

（健康保険課、自治人権推進課） 

文書の収受につきましては、佐倉市文書管

理規程を遵守し、適正な文書の取扱いに努め

てまいります。 

 

（健康推進課、生涯スポーツ課） 

文書収受印の押印については、佐倉市文書

管理規程を遵守し、適正な文書の取扱いに努

めてまいります。 

 

（産業振興課） 

今後は、チェック体制の強化を図るととも

に、佐倉市文書管理規程を遵守し、適正な事

務処理に努めてまいります。 

 

（５）職員服務規程の遵守について 

（市民課、健康保険課、自治人権推進課、臼

井・千代田出張所、志津コミュニティセンタ

ー、千代田・染井野ふれあいセンター） 

職員の出張命令につきましては、佐倉市職

員服務規程を遵守し、出張における服務規律

の徹底に努めてまいります。 

 

（社会福祉課、介護保険課、障害福祉課） 

職員に対する出張命令について、佐倉市職

員服務規程第２１条第１項に定める出張命

令書により行うとともに、関係例規の遵守に

努め、出張における服務規律を徹底いたしま

す。 
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今後は、関係例規の遵守に努め、出張にお

ける服務規律の徹底を図られたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 意見 

（１）現金出納簿について（市民公益活動サ

ポートセンター） 

佐倉市財務規則第５０条第２項に規定され

ている現金出納簿について、会計課から様式

が示されている。 

現金出納簿について、出納員確認欄の記載

されていない様式が使用されている。 

適正な現金管理をするため、会計課から示

されている現金出納簿を参考に、様式の見直

しを検討されたい。 

 

（２）市独自補助金における補助金交付要綱

の補助対象経費について（産業振興課） 

補助金の交付に際しては、補助対象経費の

範囲を曖昧にせず明確にすることが求められ

る。 

産業振興課が所管する補助金３件につい

て、各補助金交付要綱に規定する補助対象経

費を「に要する経費」、「に係る経費」と包括

 

（健康推進課、母子保健課、生涯スポーツ課） 

職員の出張命令については、佐倉市職員服

務規程を遵守し、出張における服務規律の徹

底に努めてまいります。 

 

（農政課・産業振興課） 

職員の出張命令については、佐倉市職員服

務規程を遵守し、出張における服務規律の徹

底に努めてまいります。 

 

（臼井公民館） 

職員の出張については、佐倉市職員服務規

程を遵守し、出張における服務規律の徹底を

図ってまいります。 

 

２ 意見 

（１）現金出納簿について（市民公益活動サ

ポートセンター） 

現金出納簿につきましては、適正な現金管

理を確保するため、様式の見直しについて検

討してまいります。 

 

 

 

 

 

 

（２）市独自補助金における補助金交付要綱

の補助対象経費について（産業振興課） 

「佐倉市工業団地連絡協議会事業補助

金」、「街中にぎわい推進事業補助金」及び「公

益社団法人佐倉市観光協会事業補助金」の補

助対象経費につきましては、法規担当と調整

し検討してまいります。 
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的に表記しており、同要綱の規定だけでは、

補助対象となる範囲がはっきりと分からない

ものが見受けられた。 

補助対象経費については、できる限り明確

にするよう努められたい。 

 

（３）佐倉市企業誘致・再投資促進助成金に

ついて（産業振興課） 

佐倉市企業誘致・再投資促進助成金につい

ては、産業振興及び地元雇用の拡大に資する

ことを趣旨としている。 

当該助成金の対象として、償却資産に係る

固定資産税が含まれるが、償却資産について

は耐用年数が長くないものもあり、設備投資

額の大部分を助成金で賄い得ることとなりか

ねない。また、耐用年数が短ければ助成金の

趣旨に沿った効果としては、限定的であると

思われる。 

企業の償却資産に対する設備投資について

は、耐用年数を考慮するなど、更なる研究・

検討に努められたい。 

 

（４）私債権に関する民法（債権関係）の改

正について（健康保険課） 

佐倉市国民健康保険不当利得徴収事務処理

基準（平成２５年４月１日決裁）について、

令和２年４月１日施行の民法改正（債権関係）

を踏まえて対応されたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）佐倉市企業誘致・再投資促進助成金に

ついて（産業振興課） 

「佐倉市企業誘致・再投資促進助成金」に

つきましては、制度趣旨に沿った、より効果

的な助成金となるよう、更なる研究・検討に

努めてまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）私債権に関する民法（債権関係）の改

正について（健康保険課） 

佐倉市国民健康保険不当利得徴収事務処

理基準につきましては、民法改正を踏まえた

対応を図ってまいります。 

 

 

 


